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｢長岡地域任意合併協議会｣の動き



７７

８８

９９

５５
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　  基礎資料

　  定期更新

　  名簿の整理

　  入所辞退

　  見 直 し

※1　一人暮らしの高齢者は、上記に関わらず から まで30点とする。
※2　高齢者のみの世帯は、 について6点とする。

　  特記事項

　  主たる介護者・家族等の状況（最高点36点）

　  在宅サービスの利用度（20点）

　  介護の必要の程度（最高点44点）１１

２２

３３

４４

  入所申込から判定の流れ

…入所申込書と介護支援専門員等意見書を特養へ提出する。

…施設は提出された書類を基に点数化を行い、毎月名簿
を整理する。

 
…6月及び12月に待機者の順位の見直しを行う。
　5月31日、11月30日を基準日として、待機者の
状況等を再検討する。

※ただし、急に入所の必要性が高くなった場合は、随時
受付けるものとします。

　  目　　的

　  基準の位置付け

　  評価の方法

　  評価基準

１１

２２

３３

①特養への入所申込

②名　簿　作　成

③入所順位の更新

４４
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出店者募集!!出店者募集!!

スタッフ随時募集スタッフ随時募集

今年は
8月29・30日
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110番ニュース

緊急対策実施中
車を運転する時は

バイクを運転する時は

～地域ぐるみで「交通安全の輪」を広げましょう～

交通事故が急増中！
死亡事故も連続発生！
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④教育訓練給付の給付率、上限額等が変わります
○給付率が40％に、上限額が20万円に変わります。
○雇用保険に3年以上加入している方にも支給されます。(3年以上5年未満の方は給付率が20％、上限額10万円)

⑤高年齢雇用継続給付の給付率等が変わります
○60歳前に比べて25％を超えて賃金が下がる場合に、賃金額の15％に相当する額を支給することになります。

⑥保険料率は平成16年度まで現行の1.4％に据置きます

［問合せ先］○新潟労働局　○ハローワーク　詳細はhttp://www.mhlw.go.jpへ

　求職者の方の早期再就職を図るとともに、雇用保険制度の安定的な運営を確保するための雇用保険法の改正法が
5月1日から施行されることになりました。

①基本手当の給付率、上限額等が変わります
○基本手当の給付率が50％～80％（60歳以上65歳未満の方は45％～80％）に変わります。
○基本手当日額の上限額がかわります。（例：45歳以上60歳未満の方の上限額は8,040円となります。）
○60歳時の賃金日額による算定の特例が廃止されます。

②多様な早期就職業を促進します
○基本手当の支給残日数を3分の1以上残して常用雇用以外の早期就業をした方に対して、基本手当日額の30％を
　支給します。
※支給残日数を3分の2以上残して常用以外の早期就業をした方については、(財)高年齢者雇用開発協会から早期再
　就職者支援金が支給されます。

③基本手当の所定給付日数が変わります
　［法改正後の所定給付日数］
　①特定給付資格者の場合（③を除く）

③就職困難な者の場合

②特定受給資格者以外の場合（③を除く）

30歳未満
35歳以上45歳未満
　35歳以上45歳未満
45歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満

1年未満

90日

20年以上

―
240日
270日
330日
240日

10年以上
20年未満
180日
210日
240日
270日
210日

5年以上
10年未満
120日

180日

240日
180日

1年以上
5年未満
   90日
 
  90日

180日
150日

150日120日90日90　日全　　年　　齢

45歳未満
45歳以上65歳未満

150日
300日
360日

雇用保険制度が変わりました雇用保険制度が変わりました

　　　　  被保険者であった
区分　　　　　　  期間
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